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昭
和

年
�
月
�
日
か
ら

日
に

20

10

か
け
て
受
け
た
東
京
大
空
襲
で
︑
多

く
の
尊
い
生
命
を
失
っ
た
江
東
区
で

は
︑
二
度
と
戦
争
の
惨
禍
を
繰
り
返

さ
な
い
よ
う
に
と
い
う
区
民
の
皆
さ

ん
の
平
和
へ
の
強
い
願
い
と
真
摯
な

気
持
ち
を
込
め
︑
﹁
江
東
区
平
和
都

市
宣
言
﹂
を
昭
和

年

月

日
に

61

12

13

行
い
ま
し
た
︵
全
文
は
区
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
掲
載
︶
︒

戦
後

年
余
が
経
過
し
︑
こ
う
し

60

た
悲
惨
な
体
験
を
知
ら
な
い
世
代
が

区
民
の
大
部
分
を
占
め
て
い
ま
す
︒

区
で
は
︑
区
民
の
皆
さ
ん
が
あ
ら
た

め
て
平
和
の
尊
さ
を
考
え
る
き
っ
か

け
と
な
る
よ
う
︑
毎
年
︑
平
和
祈
念

パ
ネ
ル
展
を
開
催
し
て
い
ま
す
︒
今

年
も
東
京
大
空
襲
の
写
真
︑
学
童
集

団
疎
開
を
し
た
こ
ど
も
た
ち
の
写
真

な
ど
を
展
示
し
ま
す
の
で
︑
ぜ
ひ
ご

覧
く
だ
さ
い
︒
な
お
︑
江
東
図
書
館

の
﹁
学
童
集
団
疎
開
資
料
室
﹂は
改
修

工
事
の
た
め
︑
�
月

日
︵
水
︶ま
で

11

休
止
し
て
い
ま
す
︒

﹇
前
期
開
催
﹈
▢時
�
月
�
日
︵
木
︶

～

日
︵
木
︶
午
前
�
時

分
～
午

15

30

後
�
時

▢場
区
役
所
�
階
区
民
ホ
ー

ル﹇後
期
開
催
﹈
▢時
�
月

日
︵
土
︶

17

～

日
︵
金
︶
午
前
�
時
～
午
後
�

23
時
︵
最
終
日
は
午
後
�

時
ま
で
︶

▢場
総
合
区
民
セ
ン
タ
ー
�
階
展
示

ロ
ビ
ー
︵
大
島
	
︱

�
︱

�
︶

原
爆
死
没
者
の
慰
霊

な
ら
び
に
平
和
祈
念
の
黙
と
う

広
島
市
と
長
崎
市
で
は
︑
原
爆
死

没
者
の
め
い
福
と
世
界
恒
久
平
和
を

願
い
︑
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
時
刻
に

�
分
間
の
黙
と
う
を
捧
げ
る
こ
と
と

し
て
い
ま
す
︒
こ
の
趣
旨
を
ご
理
解

の
う
え
︑
家
庭
や
職
場
お
よ
び
地
域

で
も
黙
と
う
を
お
願
い
し
ま
す
︒

﹇
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
日
時
﹈

○
広
島
＝
昭
和

年
�
月


日

20

午
前
�
時

分
15

○
長
崎
＝
昭
和

年
�
月
�
日

20

午
前

時
�
分

11

▢問
総
務
課
総
務
係

☎
(
�


	

)
	
�
�
�

原
爆
死
没
者
の
無
縁
遺
骨
名
簿

の
閲
覧

ま
だ
引
き
取
ら
れ
て
い
な
い
原
爆

死
没
者
の
遺
骨
の
う
ち
︑
氏
名
に
手

が
か
り
の
あ
る
遺
骨
の
名
簿
が
︑
広

島
・
長
崎
両
市
か
ら
届
い
て
い
ま
す
︒

心
当
た
り
の
あ
る
方
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▢問
広
報
広
聴
課
広
聴
相
談
係
︵
区

役
所
�
階

番
︶

22☎
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)
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江
東
区
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
﹁
あ

ん
し
ん
江
東
﹂
で
は
日
常
生
活
に
不

安
の
あ
る
高
齢
の
方
や
障
害
の
あ
る

方
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
よ
う
に
︑
次
の
よ
う
な
支

援
を
行
っ
て
い
ま
す
︒
各
種
相
談
は
︑

無
料
で
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
︒

福
祉
サ
ー
ビ
ス
総
合
相
談

福
祉
に
関
す
る
情
報
提
供
・
利
用

援
助
等
総
合
的
な
相
談
に
応
じ
ま
す
︒

日
常
生
活
自
立
支
援
事
業

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
や
日
常
的

な
金
銭
管
理
が
一
人
で
は
困
難
な
方

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養

手
当
の
平
成

年
度
現
況
届
を
次
の

25

と
お
り
受
け
付
け
ま
す
︒
対
象
と
な

る
方
に
は
�
月
初
旬
に
現
況
届
を
送

付
し
ま
す
の
で
︑
内
容
を
確
認
の
う

え
︑
必
要
事
項
を
記
入
し
︑
受
付
期

間
・
提
出
期
限
内
に
必
ず
提
出
し
て

く
だ
さ
い
︒
現
況
届
の
提
出
が
な
い

と
︑

月
期
︵
�
月
～

月
分
︶
以

12

11

降
の
手
当
を
受
給
で
き
な
く
な
り
ま

す
︒ま

た
︑
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し

て
か
ら
�
年
目
以
降
の
方
は
︑
一
部

支
給
停
止
適
用
除
外
事
由
届
出
書
と

各
種
証
明
書
類
の
提
出
も
必
要
で
す
︒

対
象
と
な
る
方
に
は


月
下
旬
に
簡

易
書
留
郵
便
で
送
付
し
て
い
ま
す
︒

こ
ち
ら
も
内
容
を
ご
確
認
の
う
え
︑

必
要
事
項
を
記
入
し
︑
現
況
届
と
一

緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
︒
一
部
支

給
停
止
適
用
除
外
事
由
届
出
書
の
提

出
が
な
い
と
︑

月
期
以
降
の
手
当

12

額
が
�
分
の
�
に
減
額
さ
れ
ま
す
︒

児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当
を
現
在
受
給
中
の

方
は
︑
受
付
期
間
中
に
区
役
所
で
現

況
届
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
︒

郵
送
で
の
提
出
は
で
き
ま
せ
ん
︒
受

付
期
間
中
に
お
越
し
に
な
れ
な
い
場

合
は
︑
�
月

日
︵
金
︶
ま
で
に
子

30

育
て
支
援
課
給
付
係
︵
区
役
所
�
階

番
︶
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
︒

14
な
お
︑
窓
口
は
大
変
混
み
合
う
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
︒
お
時
間
に
余

裕
を
も
っ
て
来
庁
さ
れ
ま
す
よ
う
︑

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
︒

﹇
受
付
期
間
﹈
�
月
�
日
︵
金
︶
～
16

日
︵
金
︶
午
前
�
時
～
午
後
	
時
︵
土

・
日
曜
を
除
く
︶
▢場
区
役
所


階

第

会
議
室﹇
持
参
す
る
も
の
﹈①
児

72
童
扶
養
手
当
現
況
届
②
証
書
③
印
鑑

④
養
育
費
に
関
す
る
申
告
書
⑤
一
部

支
給
停
止
適
用
除
外
事
由
届
出
書
と

該
当
す
る
証
明
書
類
⑥
平
成

年
�

25

月
�
日
以
降
江
東
区
に
転
入
さ
れ
た

方
は
︑
前
住
地
の
区
市
町
村
が
発
行

す
る
平
成

年
度
児
童
扶
養
手
当
用

25

課
税
︵
非
課
税
︶
証
明
書
⑦
そ
の
他
︑

同
封
の
お
知
ら
せ
で
指
定
し
た
も
の

︵
※
⑤
以
下
は
対
象
の
方
の
み
︶

特
別
児
童
扶
養
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
所
得
状
況

届
︵
現
況
届
︶
は
︑
郵
送
で
提
出
で

き
ま
す
︒
提
出
書
類
は
︑
各
受
給
者

あ
て
に
お
送
り
す
る
お
知
ら
せ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
︒

﹇
提
出
期
限
﹈
�
月

日
︵
金
︶
必
着

30

▢問
子
育
て
支
援
課
給
付
係

☎
(
�
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成
年
後
見
制
度
は
︑
認
知
症
︑
精

神
障
害
︑
知
的
障
害
な
ど
の
理
由
で

判
断
能
力
が
不
十
分
な
人
が
︑
財
産

管
理
や
日
常
生
活
で
の
契
約
な
ど
で

不
利
益
を
こ
う
む
っ
た
り
︑
悪
質
商

法
の
被
害
者
に
な
っ
た
り
し
な
い
よ

う
に
支
援
す
る
制
度
で
す
︒
裁
判
所

に
選
任
さ
れ
た
後
見
人
が
︑
本
人
の

法
的
代
理
と
な
っ
て
︑
本
人
の
権
利

と
財
産
を
守
り
ま
す
︒

区
で
は
︑
親
族
や
弁
護
士
等
の
専

門
職
以
外
で
︑
地
域
で
後
見
業
務
を

担
っ
て
い
た
だ
く
﹁
社
会
貢
献
型
後

見
人
﹂
の
候
補
者
を
都
・
江
東
区
権

利
擁
護
セ
ン
タ
ー
と
協
同
で
養
成
し

て
い
ま
す
︒
候
補
者
は
︑
は
じ
め
に

東
京
都
が
実
施
す
る
基
礎
講
習
︵
平

成

年
�
月
～
�
月
上
旬
�
日
間
程

26
度
︶
を
受
講
し
︑
そ
の
後
実
習
等
を

経
て
名
簿
登
録
と
な
り
ま
す
︒

基
礎
講
習
を
受
講
す
る
に
は
区
か

ら
の
推
薦
が
必
要
で
す
︒
区
で
は
受

講
を
希
望
す
る
方
を
対
象
に
オ
リ
エ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
す
の
で
︑

推
薦
を
希
望
す
る
方
は
申
込
の
う
え

必
ず
参
加
く
だ
さ
い
︒

▢時
�
月
�
日
︵
月
︶
午
後
�
時
～

	
時

分

▢場
区
役
所

階
第

会

30

73

議
室

▢人
区
内
で
後
見
業
務
に
か
か

わ
る
活
動
を
継
続
的
に
行
う
意
思
が

あ
り
︑
健
康
上
の
問
題
や
時
間
的
制

約
が
な
い
方

▢内
都
職
員
に
よ
る
説

明
︑
推
薦
申
込
書
︵
経
歴
書
・
作
文

用
紙
︶
の
配
付
※
申
込
書
を
後
日
提

出
し
て
も
ら
い
︑
区
で
選
考
の
う
え

都
へ
推
薦

▢締
�
月

日
︵
金
︶
消
印
有
効

23

▢申
往
復
は
が
き
に
①
氏
名
②
年
齢

・
性
別
③
郵
便
番
号
・
住
所
④
電
話

番
号
を
記
入
し
︑
〒

︱

区
役
所

135

8383

高
齢
者
支
援
課
高
齢
者
相
談
係
に
郵

送
ま
た
は
窓
口
︵
は
が
き
を
持
参
︶

で

☎
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平
成

年
第
�
回
区
議
会
定
例
会

25

が
︑


月

日
か
ら

月

日
ま
で

11

12

︵
会
期

日
間
︶
開
か
れ
ま
し
た
︒

32

今
回
の
定
例
会
で
は
︑
﹁
江
東
区

立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
﹂
な
ど

議
案
が
審
議
さ
れ
︑

21

原
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
︒

な
お
︑
可
決
さ
れ
た
議
案
の
内
容

は
次
の
と
お
り
で
す
︒

○
条
例
案
件
︵


件
︶

﹁
江
東
区
立
学
校
設
置
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
﹂
な
ど

○
契
約
案
件
︵

件
︶

11

﹁
江
東
区
砂
町
文
化
セ
ン
タ
ー
改

修
工
事
請
負
契
約
﹂
な
ど

○
そ
の
他
の
案
件
︵
�
件
︶

﹁
包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結
に

つ
い
て
﹂

○
意
見
書
︵
�
件
︶

﹁
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
強
化
を

求
め
る
意
見
書
﹂
な
ど

※
本
会
議
の
模
様
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
中
継
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
︒

▢問
区
議
会
事
務
局
調
査
係

☎
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)
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第
�
回
区
議
会
定
例
会
終
わ
る

江
東
区
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
な
ど
を
可
決

の
支
援
を
し
ま
す
︒
※
利
用
の
際
︑

サ
ー
ビ
ス
内
容
・
利
用
時
間
に
よ
り

利
用
料
が
必
要
で
す
︒

弁
護
士
・
司
法
書
士
に
よ
る

相
談
・
苦
情
相
談

権
利
侵
害
や
財
産
管
理
な
ど
専
門

的
な
相
談
に
応
じ
ま
す
︒
ま
た
︑
福

祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
上
の
苦
情
解
決
に

向
け
て
の
助
言
・
調
整
を
行
い
ま
す
︒

▢時
火
曜
午
後
�
時
～
	
時
︵
予
約

制
︶

成
年
後
見
制
度
の
利
用
相
談

判
断
能
力
が
不
十
分
な
人
の
権
利

や
財
産
を
適
正
に
守
る
成
年
後
見
制

度
の
利
用
相
談
︑
講
習
会
の
開
催
を

行
い
ま
す
︒
ま
た
︑
社
会
貢
献
型
後

見
人
養
成
支
援
︑
法
人
後
見
・
法
人

後
見
監
督
の
受
任
を
行
い
ま
す
︒

▢問
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
﹁
あ
ん
し

ん
江
東
﹂
︵
東
陽


︱

�
︱

高
齢

17

者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
�
階
︶

☎
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